
特定非営利活動促進法改正のご案内

NPO
平成28年６月、

特定非営利活動促進法が

改正されました。

2017.4.1 START

事業報告書等
の備置期間が

約５年
に延長

（平成28年12月2日時点）

貸借対照表の
公告が必要に

「資産の総額」
の登記が不要に

※施行日は別途政令で
決定されます。

■内閣府
政策統括官（経済社会システム担当）付
参事官（共助社会づくり推進担当）付

〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111（大代表）

＜内閣府NPOホームページ＞
http://www.npo-homepage.go.jp/

■鳥取県
• 鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局 参画協働課
電話:0857-26-7070、電子ﾒｰﾙ:sankaku-kyoudo@pref.tottori.jp 

• 鳥取県元気づくり総本部 東部振興課 電話:0857-26-7969
• 鳥取県中部総合事務所 中部振興課 電話:0858-23-3177
• 鳥取県西部総合事務所 西部振興課 電話:0859-31-9694

【問い合わせ先】

2017.4.1 START



※改正内容の詳細は内閣府NPOホームページ「 https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei」を参照ください。

平成28年度改正のポイント
◆全てのNPO法人のみなさまへ

所轄庁が認証時等に行う現行２か月間の縦覧期間が、１か月間に短縮され、
より迅速な手続きが可能となります（法第10条第２項関係）。
関連して、縦覧書類の補正期間は１か月から２週間に短縮されます。

Q. 定款の変更や、合併の申請の際の縦覧期間も短縮されますか？
-A. 定款変更の申請（法第25条第３項）、合併の認証の申請（法第34条第３項）の場合

の縦覧期間も同様に短縮されます。

※情報提供の拡大については、改正法の公布の日（平成28年6月7日）に施行されています。

（参考）内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトご利用について https://www.npo-homepage.go.jp/news/160901news-npo-info

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」
(約3年間)から、「作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度
の末日までの間」(約5年間)となります（法第28条関係）。
所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去５年間に提出された書類となります
（法第30条関係）。

Q. いつから備置期間が延長されますか？
-A. 平成29年４月１日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

例えば、４月～３月を事業年度とする法人については、平成29年度の事業報告書等から
対象となります。

Q. 備置期間が延長される書類には何が含まれますか？
-A. 前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、

社員名簿（前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書類）が
対象となります（法第28条第１項の書類）。

Q&A

４ 事業報告書等の備置期間が延長されます。

１ 認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されます。

３ 内閣府ポータルサイトにおける情報提供が拡大されます。
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２ 貸借対照表の公告が必要になります。→３～５ページに掲載

NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府
NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努める努力義務が規
定されました（法第72条第２項関係）。ＮＰＯ法人の情報発信の手段として、内
閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトを積極的にご活用ください。→５ページ参照



毎事業年度終了後の法務局への「資産の総額」の登記に代わって、ＮＰＯ法人
自らが貸借対照表を公告(注1)することが必要となります（法第28条の２関係）。
公告方法は、①官報に掲載、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に
掲載、③電子公告（法人のHP等）、④不特定多数の者が公告すべき内容であ
る情報を認識することができる状態に置く措置(注2)があります。
公告方法は定款で定める必要があります。

（注1）貸借対照表の公告に係る規定（法第28条の２）の施行日は平成29年４月１日ではなく、別途、政令で
定める日（公布の日から2年6か月以内）（以下、2号施行日という）となります。それまでは「資産の総
額」の登記が必要です。

（注2）「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」(１年間)が想定されており、内閣府令で規定
される予定です。

Q. いつ時点の貸借対照表から公告が必要となりますか？
-A. 貸借対照表に係る規定の施行日（2号施行日）を平成30年10月１日と仮定すると、平成30年

10月１日以後に作成する貸借対照表が対象となります。事業終了後、遅滞なく公告が必要です。
ただし、平成30年９月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの（特定貸借対照表）
についても公告する必要があります。この場合、① 2号施行日（平成30年10月１日（仮定））
までに公告するか、②2号施行日以後遅滞なく公告する必要があります。

Q. どの程度の期間、公告が必要ですか？
-A. 官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、１度掲載することで公告となりますが、電子公告を選択

する場合は、約５年間、継続して公告（注）する必要があります。
（注）貸借対照表の作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間。

例えば、４月～３月を事業年度とする法人が、平成30年度の貸借対照表を平成31年６月１日に
作成した場合、平成37年３月31日まで継続して公告する必要があります。

Q. 既に定款で公告方法を定めている場合、定款変更は必要ありませんか？
-A. 既に定款で定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行って

いただくこととなります。例えば、定款に「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う。」と規定されている場合は、貸借対照表についても掲示場への掲載と官報
掲載が必要となります。
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、
その場合は定款変更が必要（注）となります。（例えば、上記の法人が電子公告を選択する場合）
（注）特定貸借対照表の公告までに定款を変更する必要があります。

Q&A

※改正内容の詳細は内閣府NPOホームページ「 https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei」を参照ください。

◆全てのNPO法人のみなさまへ

平成28年度改正のポイント

２ 貸借対照表の公告が必要になります。
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■貸借対照表の公告に伴う定款変更の流れ
公告の方法を定款に定める必要があるため、下記手続きを行う必要があります。
手続きの時期については５ページのスケジュール例をご参考にしてください。

公告の方法 掲載が必要な期間 定款の記載例（上記【参考】の下線部分）

①官報 毎年度に1度の掲載 ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
官報に掲載して行う。

②日刊新聞紙 毎年度に1度の掲載 ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
鳥取県において発行する○○新聞に掲載して行う。

③電子公告 約5年間
(公告開始から5年経過
した日を含む事業年度
末日まで)

【記載例１：法人のホームページを選択する場合】
ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページに掲載して行う。

【記載例２：内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトを選択する場合】
ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。

【記載例３：事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合の公告方法を定める場合】
ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得
ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
鳥取県において発行する○○新聞に掲載して行う。

④主たる事務所の公衆
の見やすい場所

1年間（予定）
(公告開始から1年間)

ただし、法第28 条の２第1 項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

【参考】定款の記載例

（公告の方法）
第○条この法人の公告は、この法人の
掲示場に掲示するとともに、官報に
掲載して行う。
ただし、法第28 条の２第1 項に規定
する貸借対照表の公告については、
○○に掲載して行う。

※下線部の記載例については下記の公
告の方法別の記載例を参照ください。

２ 【補足】貸借対照表の公告について

変更なし 変更あり

●総会の開催、定款変更を決議
●県へ定款変更を届出
《必要書類 (各1部ずつ)》

1.定款変更届出書(様式第5号)
2.総会議事録
3.変更後の定款
4.定款変更箇所の新旧対照表

定款変更

定款確認 (公告の方法)

貸借対照表の公告 ※開始時期は5ページ参照
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【参考】公告の方法と公告期間・定款の記載例

• 「①と②による方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択することは可能ですが、「①又は②による方法とす
る」といったように公告方法を選択的に定めることは相応しくありません。

• ②による公告方法を選択する場合は、「鳥取県において発行する○○新聞」のように具体的な記載が必要です。
• ③の例としては、「当法人のホームページ」「内閣府ポータルサイト」等があります。
• ④による公告方法を選択する場合は、利害関係者のみならず広く市民が見ることができる場所に掲示することが必要です。
• 解散に係る公告については、この規定によらず官報に掲載する必要があります。

【留意事項】



このサイトでＮＰＯ法人自ら貸借対照表を公表するにより、貸借対照表の電子公告が行えます。

内閣府が運営するＷＥＢサイトで、全国のＮＰＯ法人の情報が検索できます。各法人の
情報は、ＮＰＯ法人自らが行う「法人入力情報」と所轄庁が行う「行政入力情報」等に
より更新されます。

【法人入力情報】
以下の情報について、ＮＰＯ法人が自ら入力可能です。
●組織情報…電話番号、FAX番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL、常勤職員数、事業活動の内容
●財務情報…事業年度、活動計算書、貸借対照表、準拠している会計基準

【行政入力情報】
所轄庁や事務所の所在地、定款に記載された目的等に加えて、定款や事業報告書等の閲
覧書類が、所轄庁により入力されます。

３ 【補足】内閣府NPO法人ポータルサイトについて

内閣府NPO法人ポータルサイトURL https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/

■サイト利用の流れ

【留意事項】
• 「資産の総額」の登記は事業年度末から2か月以内(※平成28年4月1日以降に始まる事業年度からは3か月以内)に行う必要
があります。2号施行日以降は不要となります。

• 貸借対照表の公告は2号施行日（平成30年10月1日予定）以後に作成する貸借対照表から公告の対象になります。なお、経
過措置により、2号施行日前に作成した貸借対照表のうち直近の事業年度のものについても、公告する必要があります。

H28 H29 H30 H31 H32
4/1 10/1 4/1 10/1 4/1 10/1 4/1 10/1 4/1

【ﾊﾟﾀｰﾝA】
3月決算法人

※4～8月決算法人
も該当します。

【ﾊﾟﾀｰﾝB】
9月決算法人

※10、11月決算法人
も該当します。

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

◆ ●◆ ★ ★

◆ ★ ★

【施行日】
H29/4/1

【2号施行日】
H30/10/1(仮)

●平成29年度
通常総会時
に定款変更

◆平成28年度
「資産の総額」
登記

★平成29年度貸借対照表
の公告（矢印の期間内）

◆平成29年度
「資産の総額」登記

★平成30年度分以降毎年度、
事業年度終了後、遅滞なく
貸借対照表の公告

《凡例》
事業年度

●定款変更
◆「資産の総額」登記
★貸借貸借対照表の公告

●平成29年度
通常総会時
に定款変更

★平成28年度
貸借対照表の公告
（矢印の期間内）

◆平成28年度
「資産の総額」
登記

★平成29年度分以降毎年度、
事業年度終了後、遅滞なく
貸借対照表の公告

【参考】貸借対照表の公告に関するスケジュール例

【ﾊﾟﾀｰﾝC】
12月決算法人

※1、2月決算法人
も該当します。

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

◆ ★ ★

●平成30年度
通常総会時
に定款変更

★平成29年度
貸借対照表の公告
（矢印の期間内）

◆平成29年度
「資産の総額」
登記

★平成30年度分以降毎年度、
事業年度終了後、遅滞なく
貸借対照表の公告
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【ｽﾃｯﾌﾟ①】ユーザ登録をします。 【ｽﾃｯﾌﾟ②】活動情報の発信にご活用ください。

①ログイン画面から
「新規ユーザ登録」
をしてください。※

②内閣府から
確認書類が郵送
されます。

③書類に従って
手続を完了して
ください。

①ﾛｸﾞｲﾝ画面から
ﾏｲﾍﾟｰｼﾞへ
ﾛｸﾞｲﾝします。

②情報を登録･
更新し、公開
申請をします。

③内閣府が確認すると
内閣府NPO法人ﾎﾟｰﾀﾙ
ｻｲﾄに公開されます。

※利用規約を確認し、同意の上、手順に従ってご登録ください。 ※ご不明点等については、以下の専用ﾌｫｰﾑにてお問合せください。
https://form.cao.go.jp/npo/opinion-0017.html

◆★

●◆★

●◆★



200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、
その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業
年度１回の事後提出となります（旧法第54条第４項等関係）。

５ 海外送金等に関する書類が事後提出になります。

◆認定・仮認定NPO法人のみなさまへ

「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と変更。

Q. 特例認定を受けるための基準に変更はありますか？
-A. 変更はありません。

Q. 既に仮認定を受けている法人は、再度申請をする必要がありますか？
-A. 既に仮認定を受けている法人は、施行日（平成29年４月１日）以後は、特例

認定を受けた法人とみなされ、有効期間は、仮認定の有効期間の残りの期間となります。

Q. いつの時点の海外送金等まで、事前届出が必要となりますか？
-A. 施行日の平成29年４月１日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は

従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。
例えば、４月～３月を事業年度とする法人の場合、平成29年度中の200万円超の
海外送金等については従来どおり事前の書類作成等が必要となります。

役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」
(約3年間)から、「作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の
末日までの間」(約5年間)となります（法第54条第２項関係）。
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用されます。
所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去５年間に提出された書類となります
（法第56条関係）。

Q. いつから備置期間が延長されますか？
-A. 平成29年４月１日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

例えば、４月～３月を事業年度とする法人については、平成29年度の役員報酬規程等
から対象となります。

Q. 備置期間が延長される書類には何が含まれますか？
-A. 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程など法第54条第２項

第２号～第４号の書類及び助成金の支給を行った際の実績書類（法第54条第３項）
が対象となります。

Q&A

６ 役員報酬規程等の備置期間が延長されます。

７ 仮認定NPO法人の名称が変更になります。

平成28年度改正のポイント
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